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は任意回答
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太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合

：紹介受診重点医療機関（令和６年２月時点） ：報告未完了

県北
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県西

太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合
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太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合

：紹介受診重点医療機関（令和６年２月時点） ：今回新たに「意向あり」と回答があった医療機関 ：報告未完了

宇都宮①
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宇都宮②

太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合
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県東

太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合

：紹介受診重点医療機関（令和６年２月時点）
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県南①

太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合

：紹介受診重点医療機関（令和６年２月時点）
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太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合



両毛
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太字斜体：重点外来に係る基準（初診に占める割合40％以上かつ再診に占める割合25％以上）のいずれかを満たす場合
紹介率・ 逆紹介率に係る水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）のいずれかを満たす場合

：紹介受診重点医療機関（令和６年２月時点）



1. 令和５年度外来機能報告 集計結果の概要

2. 紹介受診重点医療機関に係る協議
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【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であっ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。
※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医
機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて紹介受診
重点医療機関を受診する。
状態が落ち着いたら逆紹介を受けて
地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関
外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

令和４年３月版厚生労働省HP「外来機能報告制度について」
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栃木県 12 12 ２ ８ １ １ ０ ０

(令和６年２月１日時点)
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診療報酬等

• 紹介受診重点医療機関として広告可能になる。

• 地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を提供した場合、連携強化診療情

報提供料が算定できる（これまでは、かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている

医療機関からの紹介に限定）。

特定機能病院、地域医療支援病院、200床未満の医療機関

• 上記に加え、紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点（入院初日）を算定できる。

• 紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する。

【初診】医科：7,000円以上 歯科：5,000円以上

【再診】医科：3,000円以上 歯科：1,900円以上

※新たに紹介受診重点医療機関となってから６か月の経過措置あり。

（公表があった日から起算して6ヶ月以内での定額負担は、

医療機関の判断により徴収しないことも可能）

上記以外の病院
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紹介受診重点医療機関について毎年度協議する必要があるとのことだが、すでに公表されており、かつ、基準
を満たしている場合であっても都度協議が必要ということか。
紹介受診重点医療機関の公表にあたっては、すでに紹介受診重点医療機関として公表されている医療機
関も含め、毎年度協議の場において確認が必要です。なお、協議の簡素化のため、状況に応じ持ち回りとす
る、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能です。

特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関の役割の違いについて、ご教示ください。
特定機能病院は、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及
び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院として位置づけられた医療機関です。また、地域
医療支援病院と紹介受診重点医療機関については、いずれも紹介患者に対する医療の提供を役割として
担いますが、地域医療支援病院においては、それに加え、医療機器の共同利用の実施、救急医療の提供等
を役割とし、かかりつけ医等の支援を行う医療機関です。一方で、紹介受診重点医療機関は、患者の流れ
の円滑化を図るため、外来機能に着目した医療機関です。

紹介受診重点医療機関の基準、水準では、求める医療機関の役割が異なるように感じるが、国が想定して
いる「紹介受診重点医療機関」とは、概要にもあるとおり、「外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れ
の円滑化を図る」ことを目的に設置するため、「外来機能の明確化」は基準で、「外来機能の連携」は水準で
判断している、という認識でよいか。
紹介受診重点外来には、紹介患者に対する外来も含まれており、紹介受診重点外来の基準は、「外来機
能の明確化・連携」を評価するものと考えております。なお、参考とする水準については、地域の実情や医療機
関の特性を踏まえて、紹介・逆紹介を促す観点から、紹介率・逆紹介率を水準として位置付けることとしたも
のであり、協議の場の協議において、紹介率・逆紹介率は、紹介受診重点外来に関する基準を満たさない医
療機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有する医療機関について、活用いただくものと考えて
おります。

厚生労働省Q&A（抜粋）
Q１

A１

Q２
A２

Q３

A３



那須赤十字病院、済生会宇都宮病院、NHO栃木医療センター、
栃木県立がんセンター、芳賀赤十字病院、足利赤十字病院

厚生労働省資料
を加工し追記

18

【地域医療支援病院○ 基準×・水準×】
獨協医科大学日光医療センター【水準◯】NHO宇都宮病院、TMCしもつが、新小山市民病院、

自治医科大学附属病院、 獨協医科大学病院、
佐野厚生総合病院、佐野医師会病院



１．すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準（初診40％以上かつ再診25％
以上）又は水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）を満たす場合

紹介受診重点医療機関となる意向、基準／水準の充足状況に係る説明

２．すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準及び水準を満たさない場合
紹介受診重点医療機関となる意向、重点外来の基準を満たす蓋然性・スケジュール、
地域における役割等に係る説明

３．今回新たに「意向あり」と回答した場合
紹介受診重点医療機関となる意向、重点外来の基準を満たす蓋然性・スケジュール、
地域における役割等に係る説明

事
務
局
か
ら

外来機能報告（紹介受診重点医療機関）制度、外来機能報告の結果 等

地域医療構想調整会議における説明内容について
事務局（県）説明

医療機関に係る説明（各５分程度）

決議
議長により決を採る
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• 知事から理事長・管理者宛ての通知を発出（今回協議が整った全ての医療機関）

「令和６年○月○日に開催した○○地域医療構想調整会議の協議結果を踏まえ、

貴院を下記のとおり紹介受診重点医療機関として公表します。」

• 医療機関においては患者に対して事前に周知
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紹介受診重点医療機関となった医療機関の公表
結果通知

４月１日に医療機関リストを公表

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/gairaikinouhoukoku.html

ホーム（栃木県ホームページ） > 医療 > 医療施策 > 外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関について

公表（県ホームページ）

４月１日から、紹介受診重点医療機関に係る診療報酬加算可能
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